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認
知
症
は
、
誰
も
が
な
る
可
能
性

の
あ
る
身
近
な
脳
の
病
気
で
す
。
新

宿
区
で
は
、
介
護
保
険
の
「
要
支
援
」

「
要
介
護
」
の
認
定
を
受
け
て
い
る

人
の

2人
に

1人
に
は
、
見
守
り
や

支
援
が
必
要
な
症
状
が
あ
り
ま
す
。

区
で
は
、
認
知
症
の
早
期
発
見
・

早
期
対
応
へ
の
取
り
組
み
や
、
認
知

症
の
方
や
家
族
が
安
心
し
て
暮
ら

せ
る
よ
う
、
地
域
で
支
え
る
し
く
み

づ
く
り
を
進
め
て
い
ま
す
。

【
問
合
せ
】
高
齢
者
福
祉
課
高
齢
者

支
援
係
（
本
庁
舎

2階
）

（

5
2
7

3）

4
5
9
4・


（

5
2
7
2）

0

3
5
2へ

。

専
門
医
が
個
別
に
相
談
を

お
受
け
し
ま
す

　

認
知
症
・
も
の
忘
れ
相
談

　
「
最
近
も
の
忘
れ
が
多
い
」「
認
知

症
の
症
状
で
は
？
」
と
心
配
な
方
や

家
族
は
、
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

【
日
時
】

7月

22日

午
後

2時

30

分
～

4時

30分

【
会
場
】
落
合
保
健
セ
ン
タ
ー
（
下
落

合

4―

6―

7）

【
対
象
】
区
内
在
住
で
「
最
近
も
の
忘

れ
が
多
い
」と
心
配
な
方
、

4名

【
申
込
み
】
電
話
で
落
合
第
一
高
齢

者
総
合
相
談
セ
ン
タ
ー

（

3
9
5

3）

4
0
8
0へ

。先
着
順
。


認
知
症
介
護
者
相
談

　
介
護
者
の
不
安
や
ス
ト
レ
ス
、
健

康
の
悩
み
な
ど
を
、
気
軽
に
ご
相
談

く
だ
さ
い
。
認
知
症
の
方
と
一
緒
に

相
談
で
き
ま
す
。

【
日
時
】

8月

4日

午
後

2時
～

4時

【
会
場
】
区
役
所
第

1分
庁
舎

2階

区
民
相
談
室

【
対
象
】
認
知
症
の
方
の
介
護
者
等

で
心
や
体
に
悩
み
を
抱
え
て
い
る

方
、

3名

【
申
込
み
】
電
話
で
高
齢
者
福
祉
課

高
齢
者
相
談
係
（
本
庁
舎

2階
）


（

5
2
7
3）

4
5
9
3へ

。

学
習
会
・
交
流
会
で

介
護
者
を
応
援
し
ま
す

　
病
気
へ
の
理
解
や
対
応
方
法
、
介

護
者
の
心
理
と
リ
ラ
ッ
ク
ス
方
法

な
ど
が
学
べ
ま
す
。
介
護
者
同
士
の

仲
間
づ
く
り
が
で
き
る
交
流
会
も

あ
り
ま
す
。

【
日
時
・
会
場
・
内
容
】

▼

8月

8日

／
榎
町
高
齢
者
総

合
相
談
セ
ン
タ
ー
（
弁
天
町

50）
…

介
護
食
を
試
し
て
み
よ
う

▼

8月

14日

／
百
人
町
地
域
交

流
館（
百
人
町

2―

18―

21）…
お
口

を
き
れ
い
に
、
お
い
し
く
食
べ
よ
う

（
歯
科
衛
生
士
の
講
演
）

▼

8月

20日

／
西
新
宿
シ
ニ
ア

活
動
館（
西
新
宿

4―

8―

35）…
認

知
症
を
知
る
・
対
応
を
知
る
～
認
知

症
と
い
う
病
気
と
の
向
き
合
い
方

※
い
ず
れ
も
午
後

1時

30分
～

3

時

30分

【
対
象
】
区
内
在
住
で
認
知
症
の
方

を
介
護
し
て
い
る
家
族
ほ
か
、
各
日

20名

【
費
用
】

1回

100円（
茶
菓
代
）

【
申
込
み
】
電
話
で
高
齢
者
福
祉
課

高
齢
者
支
援
係
（
本
庁
舎

2階
）

（

5
2
7
3）

4
5
9
4へ

。

　
申
請
は
郵
送
の
ほ
か
、
区
役

所
第

1分
庁
舎
の
窓
口
で
も
受

け
付
け
て
い
ま
す
。
土
・
日
曜

日
、祝
日
は
休
み
ま
す
が
、

7月
・

8月
の
第

4日
曜
日
は
受
付
窓

口
を
開
設
し
ま
す
。

【
開
設
時
間
】午
前

9時
～
午
後

5時

【
開
設
場
所
】区
役
所
第

1分
庁

舎

1階
ロ
ビ
ー

【
問
合
せ
】
臨
時
福
祉
給
付
金
等

対
策
室
（
本
庁
舎

6階
）

（

5

2
7
3）

4
3
5
1へ

。

　
指
定
期
限
を
過
ぎ
て
も
納

付
が
な
い
場
合
は
、
差
し
押
さ

え
な
ど
の
滞
納
処
分
を
行
う

こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
特
別
区
民
税
・
都
民
税
や
国

民
健
康
保
険
料
を
滞
納
し
て

い
る
方
は
、
こ
の
機
会
に
相
談

に
お
い
で
く
だ
さ
い
。
同
時
に

納
付
も
受
け
付
け
ま
す
。

【
開
設
時
間
】午
前

9時
～
午
後

4時
30分

【
開
設
場
所
・
問
合
せ
】

▼
特
別
区
民
税
・
都
民
税
…
税

務
課
納
税
係
（
本
庁
舎

6階
）


（

5
2
7
3）

4
5
0
8・

4

5
0
9・

4
5
3
8へ

。

▼
国
民
健
康
保
険
料
…
医
療
保

険
年
金
課
納
付
相
談
係
（
本
庁

舎

4階
）

（

5
2
7
3）

3
8

7
3・

4
5
3
0へ

。

※
納
税
催
告
セ
ン
タ
ー
・
国
保

料
催
告
セ
ン
タ
ー
を
開
設
し
、

電
話
で
納
付
確
認
の
ご
案
内
を

し
て
い
ま
す
。

※
火
曜
日
は
午
後

7時
ま
で
窓

口
を
延
長
し
、
相
談
・
納
付
を

お
受
け
し
て
い
ま
す
。

【
開
設
時
間
】午
前

9時
～
午
後

5時

【
開
設
場
所
】
区
役
所
本
庁
舎

1階
（
国
民
健
康
保
険
・
区
税

証
明
は

1階
に
臨
時
窓
口
を

設
置
）

※
本
庁
舎

1階
の
出
入
口
を

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　
取
り
扱
い
事
務

　
必
要
書
類
や
本
人
確
認
書

類
（
代
理
人
の
場
合
は
委
任
状

と
代
理
人
の
本
人
確
認
書
類
）

等
が
な
い
と
、
届
出
や
証
明
書

等
の
交
付
が
で
き
な
い
場
合

が
あ
り
ま
す
。
事
前
に
必
ず
担

当
係
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

※
他
の
機
関
に
確
認
が
必
要

な
手
続
き
な
ど
は
、
取
り
扱
え

な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

◎
住
民
記
録

▼
転
入
・
転
出
・
転
居
・
世
帯
変

更
の
届
出
（
前
住
所
地
の
区
市

町
村
に
確
認
が
必
要
な
場
合
は

手
続
き
で
き
な
い
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
国
外
か
ら
の
転
入
は
取

り
扱
い
ま
せ
ん
）、
▼
外
国
人
住

民
の
住
居
地
届
（
在
留
カ
ー
ド

ま
た
は
特
別
永
住
者
証
明
書

（
在
留
カ
ー
ド
等
へ
切
り
替
え

る
前
の
方
は
外
国
人
登
録
証
明

書
）
が
必
要
）、
▼
住
民
票
の
写

し
、
住
民
票
記
載
事
項
証
明
書

の
交
付（
請
求
で
き
る
の
は
、
ご

本
人
か
同
一
世
帯
の
家
族
の

み
。
広
域
交
付
住
民
票
の
写
し

は
発
行
で
き
ま
せ
ん
）、
▼
不
在

住
証
明
書
の
交
付
、
▼
印
鑑
登

録
申
請
・
廃
止
の
届
出
、
▼
印
鑑

登
録
証
明
書
の
交
付
（
印
鑑
登

録
証（
カ
ー
ド
）が
必
要
）、
▼
自

動
交
付
機
の
利
用
登
録
申
請
、

▼
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
の
申

請
・
交
付（
電
子
証
明
書
は
発
行

で
き
ま
せ
ん
）、
▼
特
別
永
住
者

に
関
す
る
申
請
等

【
問
合
せ
】
戸
籍
住
民
課
住
民
記

録
係
（
本
庁
舎

1階
）

（

5
2

7
3）

3
6
0
1へ

。

◎
戸
籍

▼
戸
籍
届
書
の
預
か
り
（
届
書

の
内
容
確
認
等
は
翌
開
庁
日
に

行
い
ま
す
）、
▼
火
葬
・
改
葬
許

可
証
、
区
民
葬
儀
券
の
交
付
、

▼
戸
籍
・
除
籍
・
改
製
原
戸
籍
謄

抄
本
、
戸
籍
・
除
籍
全
部
（
個
人
）

事
項
証
明
書
、
戸
籍
の
附
票
の

写
し
の
交
付
（
請
求
で
き
る
の

は
、
そ
の
戸
籍
に
記
載
さ
れ
て

い
る
方
と
そ
の
配
偶
者
、
直
系

血
族
（
関
係
が
確
認
で
き
る
書

類
が
必
要
）
の
み
）、
▼
身
分
証

明
書
、
不
在
籍
証
明
書
の
交
付

【
問
合
せ
】
戸
籍
住
民
課
戸
籍
係

（
本
庁
舎

1階
）

（

5
2
7
3）

3
5
0
9へ

。

◎
国
民
健
康
保
険

▼
資
格
の
取
得
（
社
会
保
険
等

資
格
喪
失
証
明
書
が
必
要
。
扶

養
家
族
が
い
な
い
と
き
は
退
職

証
明
書
で
も
代
用
可
）、
▼
資
格

の
喪
失
（
職
場
の
健
康
保
険
証

が
必
要
）

※
外
国
人
の
方
は
、
在
留
カ
ー

ド
ま
た
は
特
別
永
住
者
証
明
書

（
在
留
カ
ー
ド
等
へ
切
り
替
え

る
前
の
方
は
外
国
人
登
録
証
明

書
）
と
パ
ス
ポ
ー
ト
を
お
持
ち

く
だ
さ
い
。

【
問
合
せ
】
医
療
保
険
年
金
課

国
保
資
格
係
（
本
庁
舎

4階
）

（

5
2
7
3）

4
1
4
6へ

。

◎
区
税

▼
納
税
・
課
税
（
非
課
税
）
証
明

書
の
交
付
（
申
告
等
に
よ
り
税

情
報
が
あ
る
方
の
み
）

【
問
合
せ
】
税
務
課
収
納
管
理
係

（
本
庁
舎

6階
）

（

5
2
7
3）

4
1
3
9へ

。

環
境
審
議
会

【
日
時
】

7月

24日

午
前

10時
～

12時

【
内
容
】区
の
地
球
温
暖
化
対
策
指

針
に
つ
い
て

【
会
場
・
申
込
み
】
傍
聴
を
希
望
す

る
方
は
当
日
直
接
、
本
庁
舎

6階

第

3委
員
会
室
へ
。

【
問
合
せ
】
環
境
対
策
課
環
境
計
画

係（
本
庁
舎

7階
）（

5
2
7
3）

3
7
6
3へ

。

次
世
代
育
成
協
議
会

【
日
時
】

7月

24日

午
後

3時
か

ら【会
場
】区
役
所
本
庁
舎

5階
大
会

議
室

【
内
容
】新
宿
区
次
世
代
育
成
支
援

計
画
策
定
に
係
る
検
討
ほ
か

【
申
込
み
】
傍
聴
を
希
望
す
る
方
は

事
前
に
電
話
で
子
ど
も
家
庭
課
管

理
係
（
本
庁
舎

2階
）

（

5
2
7

3）

4
2
6
0へ

。

高
齢
者
保
健
福
祉
推
進

協
議
会

【
日
時
】

7月

25日

午
後

2時
か

ら【内
容
】新
宿
区
高
齢
者
保
健
福
祉

計
画
の
策
定
と
推
進
に
つ
い
て

【
会
場
・
申
込
み
】
傍
聴
を
希
望
す

る
方
は
当
日
直
接
、
区
役
所
本
庁

舎

5階
大
会
議
室
ヘ
。

【
問
合
せ
】
高
齢
者
福
祉
課
高
齢
者

福
祉
企
画
係
（
本
庁
舎

2階
）

（

5
2
7
3）

4
5
9
1へ

。

産
業
振
興
会
議

【
日
時
】

7月

29日

午
後

3時
か

ら【
会
場
・
申
込
み
】
傍
聴
を
希
望
す

る
方
は
当
日
直
接
、

B
I
Z新

宿

（
区
立
産
業
会
館
、
西
新
宿

6―

8―

2）へ
。

【
問
合
せ
】
産
業
振
興
課
産
業
振
興

係
（

3
3
4
4）

0
7
0
1へ

。

7月は27日7月

27日
は

臨
時

福
祉

給
付

金
・
子

育
て

世
帯

臨
時

特
例

給
付

金

申
請
受
付
窓
口
を
開
設

住
民
税
・
国
民
健
康
保
険

料
の
休
日
相
談
も
実
施

高
齢
者
や
介
護
者
の
集
い
の
場

地
域
安
心
カ
フ
ェ
の
ご
利
用
を

みんなでつくっていこう

認認知知症症ににななっっててもも安安心心ししてて暮暮ららせせるるままちち

　
高
齢
者
や
介
護
者
の
孤
立
を
防
ぎ
、
地
域
の
つ
な
が
り
や
支
え
合
い
の
輪
を
広
げ

る
こ
と
を
目
的
に
、
地
域
の
高
齢
者
や
介
護
者
な
ど
が
気
軽
に
立
ち
寄
り
、
茶
菓
等
を

楽
し
み
な
が
ら
交
流
・
相
談
等
が
で
き
る
場
と
し
て
、「
地
域
安
心
カ
フ
ェ
」
を
実
施
し

て
い
ま
す
。お
気
軽
に
お
立
ち
寄
り
く
だ
さ
い
。

【
問
合
せ
】
高
齢
者
福
祉
課
高
齢
者
支
援
係
（
本
庁
舎

2階
）

（

5
2
7
3）

4
5
9
4・

（

5
2
7
2）

0
3
5
2へ

。

原
町
高
齢
者
複
合
施
設
に

6月
オ
ー
プ
ン

C
a
f
e

カ
フ

ェ

M
e
m
o
r
y

メ
モ

リ
ィ

原
町

【
日
時
】
毎
週
木
曜
日
午
後

2時
～

3時

30分

※
週
ご
と
に
華
道
、
書
道
、
手
芸
な
ど
の

プ
ロ
グ
ラ
ム
を
用
意
（
事
前
申
し
込
み
が

必
要
）

※
第

1火
曜
日
に
「
リ
ハ
ビ
リ
体
操
」
を

実
施
（

8月
は

5日
。
事
前
申
し
込
み
が

必
要
）

【
会
場
】
原
町
高
齢
者
複
合
施
設
（
原
町

3―

84）

【
費
用
】

200円
（
茶
菓
代
）。
参
加
す
る
プ
ロ

グ
ラ
ム
に
よ
り
別
途
実
費
が
必
要

【
問
合
せ
】
原
町
ホ
ー
ム

（

3
3
5
9）

5
6
5
1へ

。

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
　

区
内
で
は
、
次
の

2か
所
で
も
カ
フ
ェ

を
実
施
し
て
い
ま
す
。

◎
都
営
百
人
町
ア
パ
ー
ト

　
ほ
っ

と
安
心

カ
フ
ェ

【
日
時
・
会
場
】

▼
百
人
町
四
丁
目
第

4ア
パ
ー
ト

14号

棟
集
会
室
（
百
人
町

4―

5―

14）
…
毎

月
第

1・
第

3木
曜
日
午
後

1時
～

4時

（
次
回
は

7月

17日
・

8月

7日
）

▼
百
人
町
四
丁
目
第

5ア
パ
ー
ト

16号

棟
集
会
室
（
百
人
町

4―

4―

16）
…
毎

月
第

1土
曜
日
午
後

1時
～

4時
（
次
回

は

8月

2日
）

▼
百
人
町
四
丁
目
第

2ア
パ
ー
ト

10号

棟
集
会
室
（
百
人
町

4―
7―

10）
…
毎

月
第

4水
曜
日
午
後

1時
～

4時
（
次
回

は

7月

23日
）

【
費
用
】

100円（
茶
菓
代
）

【
問
合
せ
】

N

P

O法
人
介
護
者
サ
ポ
ー

ト
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
セ
ン
タ
ー
・
ア
ラ
ジ
ン

事
務
局

（

5
3
6
8）

1
9
5
5（

火
～

金
曜
日
午
前

11時
～
午
後

6時
）へ
。

◎
戸
山
シ
ニ
ア
活
動
館

　
カ
フ
ェ
「
だ
ん

だ
ん

」

【
日
時
】
原
則
と
し
て
毎
月
第

2木
曜
日

午
後

1時
～

3時（
次
回
は

8月

14日
）

【
費
用
】

200円（
茶
菓
代
）

【
会
場
・
問
合
せ
】
戸
山
シ
ニ
ア
活
動
館

（
戸
山

2―

27―

2）

（

3
2
0
4）

2

4
2
2へ

。


	認知症になっても安心して暮らせるまち
	地域安心カフェのご利用を
	第4日曜日の区役所本庁舎窓口開設
	審議会の情報

